
【訪問介護】

認知症専門ケア加算

算定のガイドブック
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はじめに

本資料をダウンロード頂きありがと
うございます。

本資料は、認知症専門ケア加算の算
定に向けた前提となる情報を把握す
るために活用いただく資料となって
います。

具体的な解釈や申請等については、
公表されている最新情報をもとに、
所轄官庁へお問い合わせいただきま
すよう何卒宜しくお願い致します。
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認知症専門ケア加算とは？

認知症専門ケア加算とは、認知症の利用者を受け入れ、認知症に関する専門的な研修を修了
した職員を配置し、認知症ケアに関する会議や研修などの取り組みを実施し、専門的な認知
症ケアを行うことを評価する加算です。

訪問介護では、令和３年度の介護報酬改定において、「各介護サービスにおける認知症対応
力向上させていく観点」から、認知症専門ケア加算が創設されました。

認知症専門ケア加算は、利用者のうち日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Mの方が占める割合が
一定の割合を超えていること、認知症介護に係る専門的な研修を修了した従業員を配置する
ことなどの算定要件があります。

これらの算定要件を満たすためには、事業所として認知症利用者の積極的な受け入れや人材
育成・人材確保などが必要になります。

算定要件や留意点、算定するまでの流れを把握して、認知症専門ケア加算の算定に向けた準
備を行いましょう。
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認知症専門ケア加算の単位数

認知症専門ケア加算は、『１日あたり』で算定します。

認知症専門ケア加算（Ⅰ）と（Ⅱ）は、併算定することができません。

　

加算の種類 単位数

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日
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● 『加算の算定日の属する月の前３月間』の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来す
おそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者（対象
者）が占める割合が『５０％』以上であること。

● 認知症介護に係る専門的な研修を修了している従業者を、対象者の人数に応じて、対象
者の人数が２０人未満の場合は『１』以上、対象者の人数が２０人以上の場合は『１９
人を超えて１０またはその端数を増すごとに１を加えた数』以上を配置し、チームとし
て専門的な認知症ケアを実施していること。

● 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定
期的に開催していること。

認知症専門ケア加算の算定要件
認知症専門ケア加算（Ⅰ）の算定要件　
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● 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の算定要件をすべて満たしていること。

○ 『加算の算定日の属する月の前３月間』の利用者の総数のうち、日常生活に支障
を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の
利用者（対象者）が占める割合が『５０％』以上であること。

○ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している従業者を、対象者の人数に応じ
て、対象者の人数が２０人未満の場合は『１』以上、対象者の人数が２０人以上
の場合は『１９人を超えて１０またはその端数を増すごとに１を加えた数』以上
を配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。

○ 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会
議を定期的に開催していること。

● 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している従業者を１名以上配置し、事業所
全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

● 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実
施を予定していること。

認知症専門ケア加算の算定要件
認知症専門ケア加算（Ⅱ）の算定要件　
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対象者の占めるの割合の算定方法は、以下のようになっています。

　１月当たりの認知症（Ⅲ・Ⅳ・M）の利用者数の平均

　　　　　１月当たりの利用者の総数の平均

利用者の総数と認知症（Ⅲ・Ⅳ・M）の利用者数は、以下のいずれかの方法で算出します。

● 算定日の属する月の前３ヵ月の利用実人員数

● 算定日の属する月の前３ヵ月の利用延人員数

認知症専門ケア加算の算定要件
　

日常生活自立度のランク『Ⅲ』、『Ⅳ』、『M』に該当する利用者を指します。

日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知
症の利用者（対象者）とは？

対象者の占める割合の計算方法
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認知症専門ケア加算の算定要件
　

● 認知症介護実践リーダー研修

● 認知症看護に係る適切な研修

認知症介護に係る専門的な研修とは？　認知症専門ケア加算（Ⅰ）の算定要件

認知症介護の指導に係る専門的な研修とは？　認知症専門ケア加算（Ⅱ）の算定要件

● 認知症介護指導者養成研修

● 認知症看護に係る適切な研修
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認知症専門ケア加算の留意点

● 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、登録ヘルパーを
含めて全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催す
ることが可能です。

● 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができます。テレビ電話装置等を使用する場合は、個人情報保護
委員会・厚生労働省の『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス』、厚生労働省の『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』
を遵守しなくてはいけません。
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利用者の割合を毎月継続して計算し、記録する。

認知症専門ケア加算を算定するまでの流れ
認知症専門ケア加算（Ⅰ）を算定するまでの流れ　

認知症介護に係る専門的な研修を修了した職員を配置する。

認知症（Ⅲ・Ⅳ・Ｍ）の利用者の割合を満たす。

所轄官庁へ届出を行う。

認知症（Ⅲ・Ⅳ・Ｍ）の利用者にサービスを提供する。

認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催する。

認知症加算を算定する。
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認知症専門ケア加算を算定するまでの流れ

　

認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するまでの流れ　

認知症介護に係る専門的な研修を修了した職員を配置する。

認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した職員を配置する。

介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成する。

認知症（Ⅲ・Ⅳ・Ｍ）の利用者の割合を満たす。

所轄官庁へ届出を行う。

認知症（Ⅲ・Ⅳ・Ｍ）の利用者にサービスを提供する。

認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催する。

介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修を実施する。

認知症加算を算定する。

利用者の割合を毎月継続して計算し、記録する。
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認知症専門ケア加算を算定するまでの流れ

　　参考：東京都の「認知症専門ケア加算に関する届出」⇒

所轄官庁への届出　

提出書類

● 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
書

● 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
● 認知症専門ケア加算に関する届出書
● 認知症介護実践リーダー研修の修了証の写

し
● 認知症介護指導者研修の修了証の写し
● 認知症加算に関する届出書

※書類名等は例示です。具体的な提出書類は所
轄官庁へお問い合わせください。
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A.
・現時点では、以下のいずれかの研修である。
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師
教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介
護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなもの
があるか。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問29
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A.
・認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は
各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2（4）認定調
査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる
ものとする。
・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共
有することとなる。
（注）指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12
年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第二1（7）「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法に
ついて」、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及
び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指
定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について（平
成18年3月17日老計発0317001号、老振発0317001号、老老発0317001号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名
通知）別紙1第二1（6）「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」及び指定地域密着型介護サービスに要
する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について（平成18年3月31日老計発0331005号、老振発0331005号、老老発0331018号厚生労働省老健局
計画・振興・老人保健課長連名通知）第二1（12）「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確
認すること。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問30
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A.
・専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケア
や認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業
務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。
・なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事
業所1か所のみである。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。
常勤要件等はあるか。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問31
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A.
認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている
場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症専門ケア加算（Ⅱ）の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわな
いか。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問32
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A.
・認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認
知症介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定さ
れている者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにお
いては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知
症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。
・従って、加算対象となる者が20名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指
導者養成研修を修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）1名の配置で認知症
専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能
力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症
専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問33
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A.
貴見のとおりである。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供
体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開
催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての
事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場
合、両会議を開催したものと考えてよいのか。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問36
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A.
認知症高齢者の
日常生活自立度 要介護度

利用実績（単位：日）

1月 2月 3月

利用者① なし 要支援2 5 4 5

利用者② Ⅰ 要介護3 6 5 7

利用者③ Ⅱa 要介護3 6 6 7

利用者④ Ⅲa 要介護4 7 8 8

利用者⑤ Ⅲa 要介護4 5 5 5

利用者⑥ Ⅲb 要介護4 8 9 7

利用者⑦ Ⅲb 要介護3 5 6 6

利用者⑧ Ⅳ 要介護4 8 7 7

利用者⑨ Ⅳ 要介護5 5 4 5

利用者⑩ M 要介護5 6 6 7

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上合計 44 45 45

合計（要支援者を含む） 61 60 64

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問37

・認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合に
ついては、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定することとし、利用者数は利
用実人員数又は利用延人員数を用いる。例えば、以下の例の場合の前3月の平均は次の
ように計算する。
・なお、計算に当たって、
－（介護予防）訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者（要介護者）に関しても利用
者数に含めること
－定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）（包括報酬）の場合
は、利用実人員数（当該月に報酬を算定する利用者）を用いる（利用延人員数は用いな
い）ことに留意すること。
（（介護予防）訪問入浴介護の例）
①利用実人員数による計算（要支援者を含む）
・利用者の総数＝10人（1月）＋10人（2月）＋10人（3月）＝30人
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数＝7人（1月）＋7人（2月）＋7人（3月）
＝21人
したがって、割合は21人÷30人≒70.0％（小数点第二位以下切り捨て）≧1/2
②利用延人員数による計算（要支援者を含む）
・利用者の総数＝61人（1月）＋60人（2月）＋64人（3月）＝185人
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数＝44人（1月）＋45人（2月）＋45人（3
月）＝134人
したがって、割合は134人÷185人≒72.4％（小数点第二位以下切り捨て）≧1/2
・上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は
②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度
区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算す
る。

20



A.
必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、
・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが1名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。
（研修修了者の人員配置例）

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者
を1名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配置
したことになる。

認知症専門ケア加算のQ&A

Q.
認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加え
て、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.4）令和3年3月29日　問38

加算対象者数

～19 20～29 30～39 ･･

必要な研修修了
者の配置数

「認知症介護に係る専門的な研修」
　　認知症介護実践リーダー研修
　　認知症看護に係る適切な研修

1 2 3 ･･

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」
　　認知症介護指導者養成研修
　　認知症看護に係る適切な研修

1 1 1 ･･
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